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道路運送法第９条第４項及び 
同法施行規則第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書(案) 

 
１．運行の態様 
・運行の態様：区域運行 

 
２．営業区域及び停留所（図参照） 
・営業区域：神奈川県藤沢市 亀井野、亀井野一丁目、亀井野二丁目、亀井野三丁目、

亀井野四丁目、西俣野及び今田 
・停留所：２６箇所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 営業区域と停留所 
 
 

３．運行時間、運行回数 
・運行時間：午前８時４５分～午後４時５０分（１時間に１便） 
・運行回数：８回（運行予約のあった便のみ運行する） 

 
 
 
 

協議証明書 

六会市民センター入口 

雲昌寺 

六会 

亀井野三 

亀井野 

コート・ダジュール 

藤沢六会店 

六会市民センター 

下屋敷 

ヨークマート 

六会店前 

六会郵便局 

西俣野 

西俣野上町内会館 

 ：停留所 

湘南栄湯前 

西俣１ 

六会変電所前 

北窪公園 

六会マンション 

小栗塚市民 

の家 

小栗塚公園 

六会日大前駅東口 

西俣２ 

西俣３ 

西俣６ 

西俣８ 

西俣７ 

六団１１ 

六団１２ 
六団１３ 

六団１４ 

六団１５ 

六団１６ 

六団１７ 

小栗２２ 

目的地エリア 

居住地エリア 
西俣野 

亀井野 

今田 

横浜市 

湘南台 

遠藤 

大庭 

1丁目 4丁目 

2丁目 3丁目 
運行エリア 

藤沢市 



2 

４．使用車両 
・車  種  ：一般乗用旅客自動車運送事業に使用する車両と兼用 

（例：トヨタプリウス） 
・乗客定員  ：４名（運転手込で５名） 
・使用車両数 ：１２両（運行事業者） 
・その他   ：車両については、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両

等の構造及び設備に関する基準」の適用除外とする。 
 
５．運賃 
・運賃（料金）の種類、額及び適用方法 
大人（中学生以上：有料会員）  ：３００円 
大人（中学生以上：無料会員）    ：５００円 
小人（未就学児除く中学生未満） ：１００円 
幼児（未就学児）        ：大人１人につき２名まで無料 
・利用する大人および小人は利用者登録をする必要がある。 
・有料会員は年間 3,000円を支払う必要がある。 
・3,000円分の回数券の導入。 

 
６．運行日 
・祝日、振替休日及び年末年始(12/29～1/3)を除く週３日（月・水・金） 

 
７．運行開始までのスケジュール 

・2017年 11月  ：藤沢市地域公共交通会議（本日） 
   ・2018年 3 月   ：自治会回覧、運行開始に関する説明会の開催 
   ・2018年 4月 2日：運行開始予定 
 
８．その他条件 
・運行については株式会社湘南相中が行う。 
・運行を行う交通事業者及び藤沢市は、地域の住民に対して時刻表等の必要な情報を

事前に提供する。 
・予約受付時間は利用する便の１時間前とする。 
・定員を超える予約があった場合は増発便を運行し、対応する。 

 
 
 

 ２０１７年（平成２９年）１１月２８日 

藤沢市地域公共交通会議 

会 長   岡村 敏之      


